
米
国
と
の
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別
協
定

一
五
九
一

◎
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設

　
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
十
四
条
に
つ
い

　
て
の
新
た
な
特
別
の
措
置
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定

　
（
略
称
）
米
国
と
の
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別
協
定

平
成
二
十
三
年
　
一
月
二
十
一
日
　
東
京
で
署
名

平
成
二
十
三
年
　
三
月
三
十
一
日
　
国
会
承
認

平
成
二
十
三
年
　
三
月
三
十
一
日
　
承
認
の
閣
議
決
定

平
成
二
十
三
年
　
四
月
　
　
一
日
　
東
京
で
承
認
を
通
知
す
る
外
交
上
の
公
文
の
交
換

平
成
二
十
三
年
　
四
月
　
　
一
日
　
公
布
及
び
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
条
約
第
四
号
及
び
外
務
省
告
示
第
一
二
七
号
）

平
成
二
十
三
年
　
四
月
　
　
一
日
　
効
力
発
生

　
　
　
目
　
　
　
次

　
前
　
　
　
文

　
第
　
一
　
条
　
労
働
者
に
対
す
る
給
与
の
支
払
に
要
す
る
経
費
の
負
担

　
第
　
二
　
条
　
合
衆
国
軍
隊
等
が
公
用
の
た
め
調
達
す
る
も
の
に
係
る
料
金
等
の
支
払
に
要
す
る
経
費
の
負
担

　
第
　
三
　
条
　
合
衆
国
軍
隊
が
実
施
す
る
訓
練
の
移
転
に
伴
い
追
加
的
に
必
要
と
な
る
経
費
の
負
担

　
第
　
四
　
条
　
経
費
節
約
の
努
力

　
第
　
五
　
条
　
負
担
金
額
の
決
定
及
び
そ
の
通
報

　
第
　
六
　
条
　
協
議

　

ペ
ー
ジ

一
五
九
三

一
五
九
四

一
五
九
五

一
五
九
五

一
五
九
五

一
五
九
六

一
五
九
六

 

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

 

・
・
・
・
・
・

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・



米
国
と
の
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別
協
定

一
五
九
二

　
第
　
七
　
条
　
効
力
発
生
及
び
有
効
期
間

　
末
　
　
　
文

○
二
千
十
一
年
一
月
二
十
一
日
に
東
京
で
署
名
さ
れ
た
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全

　
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二

　
十
四
条
に
つ
い
て
の
新
た
な
特
別
の
措
置
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
の
合

　
意
さ
れ
た
議
事
録

○
（
参
考
）
協
定
に
関
す
る
日
本
国
外
務
大
臣
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
特
命
全
権
大
使
と
の
間
の
書
簡

　
日
本
側
書
簡

　
米
国
側
書
簡

一
五
九
六

一
五
九
六

一
五
九
七

一
五
九
八

一
五
九
八

一
六
〇
一

  

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

  

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 

・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

 

・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・



米
国
と
の
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別
協
定

一
五
九
三

前
　
　
文



米
国
と
の
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別
協
定

一
五
九
四

労
働
者
に

対
す
る
給

与
の
支
払

に
要
す
る

経
費
の
負

担



米
国
と
の
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別
協
定

一
五
九
五

合
衆
国
軍

隊
等
が
公

用
の
た
め

調
達
す
る

も
の
に
係

る
料
金
等

の
支
払
に

要
す
る
経

費
の
負
担

合
衆
国
軍

隊
が
実
施

す
る
訓
練

の
移
転
に

伴
い
追
加

的
に
必
要

と
な
る
経

費
の
負
担

経
費
節
約

の
努
力



米
国
と
の
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別
協
定

一
五
九
六

負
担
金
額

の
決
定
及

び
そ
の
通

報協
　
　
議

効
力
発
生

及
び
有
効

期
間

末
　
　
文



米
国
と
の
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別
協
定

一
五
九
七

合
意
さ
れ

た
議
事
録



米
国
と
の
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別
協
定

一
五
九
八

日
本
側
書

簡



米
国
と
の
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別
協
定

一
五
九
九



米
国
と
の
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別
協
定

一
六
〇
〇



米
国
と
の
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別
協
定

一
六
〇
一

米
国
側
書

簡



米
国
と
の
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別
協
定

一
六
〇
二



米
国
と
の
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
特
別
協
定

一
六
〇
三

（
参
考
）

　
こ
の
協
定
は
、
前
協
定
（
平
成
二
十
年
二
国
間
条
約
集
参
照
）
が
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
終
了
す
る
こ

と
に
よ
り
新
た
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
日
本
国
が
在
日
米
軍
に
係
る
一
定
の
経
費
（
労
務
費
、
光
熱
費
及
び
訓
練

移
転
費
）
の
全
部
又
は
一
部
を
一
定
期
間
負
担
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


